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費用（報酬単価）が変更になります。一部のサービス（訪問看護など）は令和
6年6月からの変更になります。

介護保険施設における介護老人保健
施設、介護医療院の多床室について、
室料の利用者負担基準費用額が引き上
げられます。

介護保険施設等を利用する際の基準費用額が引き上げられます。また、低
所得者については利用者負担の軽減制度が設けられていますが、居住費の負
担限度額が一部引き上げられます。

介護保険においてこれまでレンタルの対象となっていた福祉用具の一部が、
レンタルまたは購入のどちらかを選択できるようになりました。

●介護サービスを利用したときにかかる費用の変更

●多床室の基準費用額が引き上げに

●介護保険施設の基準費用額と、		
低所得者の負担限度額の引き上げ

●福祉用具の一部にレンタルと購入の選択制を導入

介護保険制度改正について介護保険制度改正について
令和6年4月より

令和7年8月より

令和6年8月より
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